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平成２０年度福岡地方労働審議会関門港湾労働部会 議事録 
 
１ 日時 
  平成２１年１月２８日（水） １４：００～１５：５５ 
 
２ 場所 
  九州厚生年金会館「錦の間」 
  （北九州市小倉北区大手町１２－３） 
 
３ 出席者 
 （１）委員 
    公益代表  髙向部会長、尾倉委員、冨安委員、和田委員、山本委員 
    労働者代表 村永委員、松永委員、井上委員、冨吉委員、服部委員 
    使用者代表 野畑委員、重岡委員、岡部委員、都築委員 
    専門委員  岸本九州運輸局次長（代理 平田港運課長） 

伊東北九州市港湾空港局長（代理 片山港営課長） 
          鈴木下関市港湾局長（代理 前田経営課課長補佐） 
 
 （２）事務局等 
    厚生労働省 職業安定局 建設・港湾対策室 

今宮室長補佐、原労働福祉係長 
 
福岡労働局 

    鈴木職業安定部長、阿部職業対策課長補佐、古賀雇用指導係主任 
 
    山口労働局 
    岡部職業対策課長、乗村高齢・障害者雇用対策係長 
 
４ 議題 
 （１）議事録署名委員の指名について 
 （２）港湾雇用安定等計画の施行状況について 
 （３）新たな港湾雇用安定等計画の策定について 
 （４）その他 
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古賀雇用指導係主任 
それでは定刻になりましたので、ただいまから平成２０年度福岡地方労働審

議会関門港湾労働部会を開催させていただきます。 
私は議事に入るまでの間進行を務めさせていただきます、福岡労働局職業安

定部職業対策課の古賀と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 
さて、本日の会議におきましては、現在、公益代表委員の方が５名、労働者

代表委員の方が５名、使用者代表委員の方が４名、合計１４名の委員の方に御

出席いただいております。これは、福岡地方労働審議会関門港湾労働部会運営

規定第７条において定められております、部会の成立要件であります委員及び

臨時委員の３分の２以上の出席及び労働者代表、使用者代表及び公益代表の各

委員・臨時委員の方の各３分の１以上の出席を満たしていることを報告いたし

ます。 
また、専門委員といたしまして３名の委員の方に御出席いただいているとこ

ろでございます。 
議事に入ります前に、当部会の運営に関しまして御説明及び確認をさせてい

ただきます。当部会は公開の会議となっております。そのため当部会の方は傍

聴できるとなっております。また、その議事録についても公開の対象となって

おります。そのため、議事録については、前々回、平成１８年度の部会から発

言者の名前を含み当局ＨＰに公開することとしておりますので、あらかじめ御

了承いただきますよう、よろしくお願いいたします。 
それでは議事次第に従いまして、まず福岡労働局職業安定部長の鈴木が委員

の皆様に挨拶申し上げます。 
 
鈴木職業安定部長 
 福岡労働局職業安定部長の鈴木でございます。 
 本日は皆様方、大変お忙しい中、福岡地方労働審議会関門港湾労働部会に御

出席を賜りまして、誠にありがとうございます。 
 また、当部会の各委員をはじめ関係者の皆様方におかれましては、関門港に

おける港湾労働行政の運営につきまして、日頃から特段の御理解と御協力を賜

りまして、この場をお借りしまして厚くお礼を申し上げます。 
 各委員をはじめ関係者の皆様におかれましては既にご承知のことと思います

が、関門港湾労働部会及び関門港地区職業安定審議会の委員を長年務めていた

だきました、山崎辰雄弁護士が去る１月４日ご逝去されました。山崎先生のこ

れまでのご功労に感謝するとともに、そのご逝去を悼み、謹んで哀悼の意を表

したいと思います。 
 さて、最近の景気動向でありますが、政府の１月の月例経済報告によります
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と、景気は急速に悪化していると。その先行きにつきましても、当面、悪化が

続くとみられ、急速な減産の動きなどが雇用の大幅な調整につながっておりま

すし、これからも大きな影響があるのではないかということが、非常に懸念さ

れるところでございます。 
雇用失業情勢につきましては、全国の１１月の完全失業率が３．９％と前月

に比べ０．２ポイント上昇、完全失業者数につきましては、前月から１万人増

の２５６万人となっておりますし、全国の有効求人倍率につきましては、０．

７６倍と前月から０．０４ポイント低下しております。 
 福岡県につきましては、０．５６倍と前月を０．０２ポイント下回っており、

さらに厳しい状況が続いているところでございます。 
 港湾労働対策につきましては、港湾労働法に基づきまして、港湾の雇用秩序

の維持や依然として残る波動性への対応等関係者の皆様の協力を賜りながら進

めているところでございます。 
現在のところは、平成１６年４月に施行された「港湾雇用安定等計画」によ

り各種対策を行っているところでございますが、当該計画の期間が平成１６年

から平成２０年の５年を計画期間とされておりまして、今年度末、あと数ヶ月

ですが、期限を迎えることとなることから、厚生労働省の労働政策審議会職業

安定分科会雇用対策基本問題部会港湾労働専門委員会におきまして、新たな「港

湾雇用安定等計画」について議論がなされ、新しい「港湾雇用安定等計画（案）」

が示されているところであります。 
 本日の部会におきましては、港湾雇用安定等計画の平成１９年度及び平成２

０年度における施行状況等について説明をいたします。その後、新たな「港湾

雇用安定等計画」の策定について、厚生労働省職業安定局建設・港湾対策室か

ら説明を行う予定であります。 
関門港の現状や課題につきまして、また、新たな「港湾雇用安定等計画（案）」

について、委員の皆様方から忌憚のない御意見を賜りまして、この部会を充実

したものにして参りたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 
 簡単ではございますが私からの挨拶とさせていただきます。 
 
古賀雇用指導係主任 
 それでは、委員の皆様の御紹介をさせていただきたいと思います。 
皆様のお手元にお配りしております資料の１ページに名簿を付けております

ので御覧いただきたいと思います。 
御紹介については名簿順に御紹介を申し上げたいと思います。私の方でお名

前をお呼びいたしますので、御面倒ですがその場で御起立をお願いいたします。 
はじめに、公益代表の髙向委員でございます。 
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髙向委員 
よろしくお願いします。 

 
古賀雇用指導係主任 
同じく尾倉委員でございます。 

 
尾倉委員 
 尾倉です。よろしくお願いします。 
 
古賀雇用指導係主任 
 尾倉委員につきましては、山崎委員の後任として１月２６日付けで委員に就

任していただいております。 
 続きまして、公益代表の冨安委員でございます。 
 
冨安委員  
 冨安でございます。 
 
古賀雇用指導係主任 
 同じく和田委員でございます。 
 
和田委員 
 よろしくお願いいたします。 
 
古賀雇用指導係主任 
同じく山本委員でございます。 

 
山本委員 
 よろしくお願いいたします。 
 
古賀雇用指導係主任 
続きまして、労働者代表の村永委員でございます。 
 
村永委員 
 村永です。よろしくお願いします。 
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古賀雇用指導係主任 
 同じく松永委員でございます。 
 
松永委員 
 松永です。よろしくお願いします。 
 
古賀雇用指導係主任 
 同じく井上委員でございます。 
 
井上委員 
 井上です。よろしくお願いします。 
 
古賀雇用指導係主任 
同じく冨吉委員でございます。 

 
冨吉委員 
 冨吉です。よろしくお願いします。 
 
古賀雇用指導係主任 
同じく服部委員でございます。 

 
服部委員 
 服部です。よろしくお願いいたします。 
 
古賀雇用指導係主任 
続きまして、使用者代表の 野畑委員でございます。 

 
野畑委員 
 野畑でございます。よろしくお願いします。 
 
古賀雇用指導係主任 
同じく重岡委員でございます。 

 
重岡委員 
 重岡です。よろしくお願いします。 
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古賀雇用指導係主任 
 同じく岡部委員でございます。 
 
岡部委員 
 岡部です。よろしくお願いします。 
 
古賀雇用指導係主任 
 同じく都築委員でございます。 
 
都築委員 
 都築でございます。よろしくお願いいたします。 
 
古賀雇用指導係主任 
 使用者代表の米田委員でございますが、本日は所用により欠席されるという

ことで連絡をいただいております。 
続きまして、専門委員といたしまして、  
九州運輸局の岸本委員ですが、本日は所用により欠席されております。 
代理といたしまして、平田海事振興部港運課長にご出席いただいております。 

 
平田港運課長 
 平田でございます。よろしくお願いします。 
 
古賀雇用指導係主任 
北九州市港湾空港局の伊藤委員ですが、本日は所用により欠席されておりま

す。 
代理といたしまして、片山総務港営部港営課長にご出席いただいております。 

 
片山港営課長 
 片山でございます。どうぞよろしくお願いします。 
 
古賀雇用指導係主任 
下関港湾空港局の鈴木委員でございますが、本日は所用により欠席されてお

ります。 
代理として、前田経営課課長補佐にご出席いただいております。 
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前田経営課課長補佐 
 前田でございます。よろしくお願いします。 
 
古賀雇用指導係主任 
 続きまして、厚生労働省関係職員を紹介させていただきます。 
 厚生労働省職業安定局建設・港湾対策室の今宮室長補佐、原労働福祉係長で

すが、現在、ＪＲの遅れにより到着が遅れておりますので、到着次第ご紹介さ

せていただきます。 
 福岡労働局職業安定部長の鈴木でございます。 
 
鈴木職業安定部長 
 鈴木でございます。よろしくお願いします。 
 
古賀雇用指導係主任 
 続きまして、「部会長及び部会長代理の選出」についてでございます。部会長

に就任いただいておりました山崎弁護士が御逝去のため、新たに選出すること

が必要となっております。 
お手元の資料の９ページから１１ページに地方労働審議会令をつけておりま

すので、ご覧下さい。 
  この、第６条第５項におきまして、「当該部会に属する公益を代表する委員

及び臨時委員のうちから、当該部会に属する委員及び臨時委員が選挙する。」と

規定されております。 
  どなたか、立候補又は推薦いただけませんでしょうか。 
 
 （立候補又は推薦なし。） 
 
特に、立候補、推薦はないようであれば事務局から提案させていただきたい

と思いますがよろしいでしょうか。 
  
 【異議なし】 
 
 それでは、当部会の部会長については、髙向委員にお願いしたいと思います

が、御承認いただけますでしょうか。 
 
 【異議なし】 
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 それでは、当部会の部会長は髙向委員にお願いいたします。 
 また、部会長代理の選出につきましては、地方労働審議会令第６条第７項に

おきまして「当該部会に属する公益を代表する委員又は臨時委員のうちから部

会長があらかじめ指名する」とされておりますので、髙向部会長、どなたかご

指名をお願いいたします。 
 
髙向部会長 
 それでは、尾倉委員に部会長代理をお願いします。 
 
古賀雇用指導係主任 
 それでは、部会長代理は尾倉委員にお願いいたします。 
 続きまして、髙向部会長より御挨拶をお願いいたします。 
 
髙向部会長 
関門港湾労働部会長にご指名をいただきました、髙向でございます。どうぞ

よろしくお願いします。 
 部会委員の皆様方並びに関係者の方々におかれましては、御多忙のところ、

本日の部会に御出席賜りまして、厚くお礼申し上げるところでございます。 
 さて、港湾労働及び港湾運送事業を取り巻く環境については、皆様御承知の

とおり、荷役作業の近代的荷役の進展、港湾運送事業の規制改革、港湾のフル

オープン化、港湾労働者派遣事業の導入等大きく変化してまいったところでご

ざいます。 
このような中で、港湾労働における雇用秩序を維持したうえで、港湾労働の

抱える諸問題を解決していくためには、「港湾労働法」、「港湾雇用安定等計画」

に基づく港湾労働対策を確実に推進していくことが重要であると存じます。 
 本日は、港湾雇用安定等計画の進捗状況について事務局から、新たな「港湾

雇用安定等計画（案）」について厚生労働省の御担当者から、それぞれご説明い

ただき、その後皆様方の御意見、ご質問を頂戴したいと考えております。 
 皆様方のご配意によりまして、部会の議事が円滑に行われますようお願いい

たしまして、簡単ではございますが、私の挨拶とさせていただきます。 
 よろしくお願いいたします 
 
古賀雇用指導係主任 
 ありがとうございました。それでは、議事に入りますので、髙向部会長、

進行のほどよろしくお願いいたします。 
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髙向部会長 
座ったまま失礼いたします。議事に入る前に、本日の傍聴者は３名いらっし

ゃるようですが、よろしいでしょうか。 
 
【異議なし】 
 
それでは、議事に入りたいと思います。 

 議事次第に従いまして議事を進めさせていただきます。まず、議題の１「議

事録署名委員の指名」でございます。運営規定の第６条に部会の議事録につい

ては部会長及び部会長の指名した委員及び臨時委員２名が署名するものと定め

られておりますので、私の他２名を氏名させていただきます。労働者代表の村

永委員と使用者側代表の野畑委員にお願いしてよろしいでしょうか。 
 
 【村永委員、野畑委員承認】 
 
承認を受けましたので、村永委員、野畑委員よろしくお願いいたします。 

続きまして議題の２「港湾雇用安定等計画の施行状況について」事務局から説

明をお願いします。 
 
阿部職業対策課長補佐 
 福岡労働局職業安定部職業対策課の阿部と申します。 
 「港湾雇用安定等計画の施行状況について」御説明させていただきます。 
 資料の１２ページから２１ページに港湾雇用安定等計画を載せております。

この「港湾雇用安定等計画」に基づく施行状況の説明になりますけども、この

計画は平成１６年度から平成２０年度までの５年間の計画となっております、

今回は平成１９年度及び平成２０年度の１１月までにおけます計画に基づく施

行状況についてご説明申し上げます。 
 お手元の資料の２２ページから２４ページにかけましての、「港湾雇用安定等

計画施行状況対照表（平成１９年度、２０年度）」は、港湾雇用安定等計画を基

に関門港における施行状況を、関係する項目毎に対照表として作成したもので

ございます。 
 本来は、２２ページから２４ページの項目に沿った説明となりますけれど、

当該資料が重複するところもございますので、この表は後ほど見ていただきま

して、２５ページ以降４７ページの各資料について説明することによりまして、

この施行状況の説明とさせていただきます。 
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それでは、２５ページをお開きください。 
「関門港における港湾労働者就労状況」となっております。 
上から順に、平成１７、１８年度の年度計・月平均、平成１９年度の各月毎

におけます、関門港における就労延数を計上しております。 
 関門港全体の港湾労働者の年間就労延数ですが、平成１８年度は５４８，４

７８、平成１９年度は５５７，４０５となっております。 
差し引きしますとプラス８，９２７で、１．６％の増加となっております。 

 各港別の状況について簡単にご説明いたしますと、門司港、小倉港、若松港、

八幡港につきましては増加、下関港、戸畑港は減少となっております。 
 詳細につきましては、後ほど資料をご覧いただきたいと考えております。 
 次に２６ページをお開きください。 
港湾労働者就労状況のうち企業常用について計上しております。 
企業常用の年間就労延数について見ていきますと、平成１８年度は５３０，

５６６、平成１９年度は５３５，８９２となっており、差し引きプラス５，３

２６で、１．０％の増加となっております。 
 就労延数全体におけます企業常用の比率でございますが、平成１９年度にお

きましては９６．１％となっております。 
 先程と同様に各港別の状況を簡単にご説明いたしますと、全体の就労日数と

同様に、門司港、小倉港、若松港、八幡港は増加、下関港、戸畑港につきまし

ては減少となっております。 
次に２７ページをお開きください。 
港湾労働者就労状況のうち派遣労働者について計上しております。 
派遣労働者の年間就労延数についてみてみますと、平成１８年度につきまし

ては５，１００、平成１９年度は５，３９３となっておりまして、差し引きプ

ラス２９３で５．７％の増加となっております。 
 就労延数全体におけます派遣労働者の比率でございますが、平成１９年度に

おきましては１．０％となっております。 
次に２８ページをご覧ください。 
港湾労働者就労状況のうち日雇労働者について計上しております。 
日雇労働者の年間就労延数についてみますと、平成１８年度におきましては

１２，８１８、平成１９年度は１６，１２０となっており、差し引きプラス３，

３０２で２５．８％の増加となっております。 
就労延数全体におけます日雇労働者の比率でございますが、平成１９年度お

きましては３．０％となっております。 
 同じように、各港別の状況について簡単にご説明しますと、門司港、小倉港、

若松港、八幡港につきましては増加、下関港につきましては減少、戸畑港につ
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きましては実績無しとなっております。 
 次に２９ページでございます。 
平成２０年度の「関門港における港湾労働者就労状況」について４月～１１

月の各月毎におけます、関門港における就労延数を計上しております。 
 関門港全体の港湾労働者の就労延数の１１月までの合計を平成１９年度と平

成２０年度とで比較してみますと、平成１９年度におきましては、３７４，６

１６、平成２０年度におきましては３８１，６２７となっており、差し引きプ

ラス７，０１１で、１．９％の増加となっております。 
 各港別の状況につきましては、門司港、若松港、八幡港につきましては増加、

下関港、小倉港、戸畑港につきましては減少となっております。 
 次に３０ページをお開きください。 
３０ページの表は、平成２０年度の港湾労働者就労状況のうち企業常用につ

いて計上しております。 
企業常用の１１月までの就労延数についてみてみますと、平成１９年度は３

６０，７０１、平成２０年度は３６４，５９７となっており、差し引きプラス

３，８９６で、１．１％の増加となっております。 
 次に３１ページをお開きください。 
平成２０年度の港湾労働者就労状況のうち派遣労働者について計上しており

ます。 
派遣労働者の１１月までの就労延数についてみますと、平成１９年度は３，

７４１、平成２０年度は３，５４６となっておりまして、差し引きマイナス１

９５で、５．２％の減少となっております。 
 
古賀雇用指導係主任 
 説明の途中ですが、只今、厚生労働省の方から到着いたしましたので、御紹

介いたします。 
 まず、厚生労働省職業安定局建設・港湾対策室、室長補佐の今宮室長補佐で

ございます。 
 
今宮室長補佐 
 遅れまして大変恐縮でございます。今宮でございます。よろしくお願いいた

します。 
 
古賀雇用指導係主任 
 同じく、労働福祉係長の原係長でございます。 
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原労働福祉係長 
 よろしくお願いいたします。 
 
阿部職業対策課長補佐 
 それでは、説明に戻らせていただきます。３２ページでございます。 
平成２０年度の港湾労働者就労状況のうち日雇労働者について計上しており

ます。 
日雇労働者の１１月までの就労延数についてみてみますと、平成１９年度は

１０，１７４、平成２０年度におきましては１３，４８４となっており、差し

引きプラス３，３１０で、３２．５％の増加となっております。 
 続きまして、「関門港における日雇労働者就労状況」です。 
先程説明いたしました日雇労働者のデータを全体、安定所紹介、直接雇用に

分けたものを１７年度から１９年度分は３３ページから３５ページに計上して

おります。平成２０年度分は３６ページ～３８ページに計上しております。 
 資料の３９ページから４０ページにつきましては、「港湾労働者派遣状況一

覧」となっております。 
 ３９ページは「平成１９年度」、４０ページは「平成２０年度」について「派

遣締結数」及び「日雇労働者雇用数」をそれぞれ計上しております。 
 また、派遣締結数につきましては、「事業所間」と「センターあっ旋」、日雇

い労働者雇用数につきましては、「安定所紹介」と「直接雇用」に分けて各港別

に計上しております。 
 なお、港別の項目のなかに、洞海港という風に明示しておりますが、これは

若松港、八幡港、戸畑港の３港をまとめたものとなっております。 
 ３９ページに戻りまして御説明させていただきます。 
 関門港全体の派遣締結数については先程説明いたしました派遣労働者の就労

延数と同じでありますので、各港別に派遣締結数をみてみますと、 
 門司港におきましては、平成１８年度は３，０４２、平成１９年度は２，９

２０となっておりまして、差し引きマイナス１２２で、４．０％の減少。 
 小倉港におきましては、平成１８年度は１，１５５、平成１９年度は１，７

８５となっておりまして、差し引きプラス６３０で、５４．５％の増加。 
 洞海港におきましては、平成１８年度は８９３、平成１９年度は６８６とな

っておりまして、差し引きマイナス２０７で、２３．２％の減少。 
 下関港におきましては、平成１８年度は１０、平成１９年度は２となってお

りまして、差し引きマイナス８で、８０．０％の減少となっております。 
 ４０ページをお開きください。 
 平成２０年度の派遣状況について４月～１１月の状況を計上しております。 
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 先程と同様に各港別に派遣締結数をみてみますと、門司港におきましては、

平成１９年度は１，９８３、平成２０年度は２，１４０となっており、差し引

きプラス１５７で、７．９％の増加。 
 小倉港におきましては、平成１９年度は１，２４８、平成２０年度は１，０

１５となっており、差し引きマイナス２３３で、１８．７％の減少。 
 洞海港におきましては、平成１９年度は５０８、平成２０年度３７１となっ

ており、差し引きマイナス１３７で、２７．０％の減少。 
 下関港におきましては、平成１９年度は２、平成２０年度は２０となってお

り、差し引きプラス１８で、９００．０％の増加となっております。 
 センターに派遣のあっ旋を依頼しても、あっ旋ができない場合につきまして

は、例外として、日雇労働者を雇用することとなります。 
 まず、安定所に日雇求人の申込みをしていただきまして、安定所の紹介を受

けることとなりますが、３９ページにお戻りください。 
 安定所の紹介数は、平成１９年度２，２３４となっており、平成１８年度の

３，０２７よりマイナス７９３２６．２％の減少となっております。 
 安定所の紹介が不調になった場合または紹介対象者がいない場合は、安定 
所に所定の届出をしていただきまして、日雇労働者の雇用を例外的に認めてお

ります。直接雇用数がその数になりますけども、平成１９年度は１３，８８６

となっており、平成１８年度の９，７９１よりプラス４，０９５、４１．８％

の増加となっております。 
 ４０ページにお戻りください。 
安定所の紹介数と直接雇用数について、平成２０年度の１１月時点と平成１

９年度の１１月時点を比較してみますと、安定所の紹介数は、平成２０年度に

おきましては、１，５４６となっており、平成１９年度の１，５２９よりプラ

ス１７１．１％の増加となっております。 
 直接雇用数は平成２０年度につきましては１１，９３８となっておりまして、

平成１９年度の８，６４５よりプラス３，２９３、３８．１％の増加となって

おります。 
 派遣実績については、関係者の皆様の御協力によりまして一定の実績を残し

ているところでございますけれども、まだまだ十分な活用とまでには至ってい

ない状況でございます。引き続き港湾労働者派遣制度の活用について、御理解・

御協力をお願いしたいと思います。 
 次に４１ページから４３ページでございます。港湾労働雇用秩序関係資料と

なっております。 
４１ページをお開きください。 

 ４１ページの１番でございます。「立入検査、現場パトロールの実施状況」に 
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ついて、平成１８年から平成２０年１２月末までを計上しております。 
この数字は主に現場パトロールの数となっており、平成１９年の実施回数は、 

１１５、実施事業所数は２７１事業所となっております。 
 平成２０年の実施回数ですが、１３７、実施事業所数は３８１事業所となっ 
ております。 
 続きまして、２番「事業所訪問指導の実施状況」でございます。これにつき

ましても同様に、平成１８年から平成２０年１２月末までを計上しております。 
 この数字は事業所訪問により事業所を指導した結果をあげております。 
 平成１９年は延べ１５９事業所、平成２０年は延べ７７事業所に対し行って 
おります。 
 続きまして３番でございます。３番は「港湾労働者雇用安定センターとの連

絡会議の開催状況」です。平成１８年から平成２０年１２月末までを計上して

おります。 
 ４番でございますが、「雇用管理者の選任届」の状況です。 
 関門港におきましては、平成２０年１２月末現在、８２事業所、１００％の 
事業所に選任していただいているところでございます。 
 続きまして、４２ページをお開きください。 
 ５番でございます。「港湾労働者証所持者数」です。 
 平成２０年１１月末現在、関門港全体で３，３７１となっております。平成 
１９年度末と比較してみますと、北九州の各港については増加しておりますが、 
下関港におきましては減少しております。 
 次に６番ですが、「雇用管理者研修等の開催状況」でございます。 
 平成１８年度から平成１９年度を計上しております。毎年、「雇用管理者研修

会」、「派遣元責任者講習」で年間２回開催しているところです。 
 続きまして、４３ページをお開きください。 
 ７番「共同パトロールの実施状況」です。共同パトロールは年２回実施して

おり、平成１９年度は７月１８日と、港湾労働法遵守強化旬間中の１１月２１

日に、平成２０年度は７月９日と、港湾労働法遵守強化旬間中の１１月２１日

に実施いたしました。 
 内容でございますが、関門港港湾雇用秩序連絡会議委員及び関係行政職員等

により各港運協会の協力を得まして、資料に挙げております各岸壁をパトロー

ルしたところであります。 
 続きまして、４４ページでございます。各会議開催状況でございます。 
 まず、福岡労働審議会関門港湾労働部会でございますが、平成１９年度につ

きましては、平成２０年２月２８日に開催いたしました。 
 次に、関門港港湾雇用秩序連絡会議でございますが、平成１９年度「第３６
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回」につきましては平成１９年６月５日に、「第３７回」につきましては平成１

９年１０月３０日に、平成２０年度「第３８回」につきましては平成２０年６

月１８日に「第３９回」につきましては平成２０年１１月４日に実施しており

ます。 
 ４５ページに移りますが、港湾労働法遵守強化旬間行事一覧です。 
 平成１９年度と平成２０年度の旬間中に実施いたしました行事を掲載してお

りますのでご覧ください。 
 ４６ページ、４７ページに、港湾運送に係る荷役機械（小型フォークリフト） 
の借受状況をまとめたものを掲載しておりますのでご覧ください。 
関門港におきましては平成１２年度以降人付きリースはなかったところです

が、１８年１０月に１件発生しております。 
 人付きリースについては、その作業の状況によっては、職業安定法又は労働

者派遣法に違反すると考えられる等問題がある旨関係者に説明し、改善指導を

行っております。 
 その後、現在まで、関門港において人付きリースは発生しておりません。 
 雑ぱくな説明ですが、以上をもちまして「港湾雇用安定等計画の施行状況に

ついて」説明を終わらせていただきます。 
 
髙向部会長 
 只今の事務局からの説明について、御意見、御質問などはございませんか。 
 無いようでございますので、次の議題に移りたいと思います。 
 議題の（３）、新たな港湾雇用安定等計画の策定について、厚生労働省職業安

定局建設・港湾対策室から説明をお願いいたします。 
 
今宮室長補佐 
 厚生労働省の今宮でございます。 
恐縮ですけども座らせて説明させていただきます。 

 まず、本日のご説明いたします資料に関しまして、議題の（３）新たな港湾

雇用安定等計画の策定について説明資料目次ということで、４種類資料を用意

しております。詳細につきましては、原の方から説明をさせていただくことに

いたしまして、私の方からは２点、簡単に本日ご説明をいたします報告書及び

計画案のこれまでの検討経緯について、２点目、本日この場に我々が赴きまし

てご説明させていただきます趣旨、この２点について１、２分程度お時間をい

ただきまして、その後４０分程度、時間的にはちょっと長くはなりますけども、

原の方から報告書並びに計画案につきましてご説明をさせていただくというこ

とでお願いをしたいと思います。 
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 まず、１点目、本日ご説明いたします報告書及び計画案につきましては、中

央のちょっと長い名称になりますけれども、労働政策審議会職業安定分科会雇

用対策問題部会の港湾労働専門委員会という場におきまして、昨年の６月９日

に議論を開始いたしました。その後、９月の２９日、１１月の１０日、１１月

の２８日と、ほぼ月１ペースで議論をしてまいりまして、昨年末、１２月１６

日の審議会におきまして、本日ご説明をいたします報告書並びに計画案につい

て、ご了承をいただいたというようなところになっているところでございます。 
２点目、本日この場に我々が赴きましてご説明させていただくこととなりま

す趣旨につきましてですけども、現行の計画、こちらの方を作成する際におき

ましては、こういった形で本省のほうから説明に来る、皆様方の意見を直接に

お聞きするという対応はとっておりませんでした。しかしながら、やはり地方

の審議会の委員の皆様のご意見を直接我々がしっかりと聞かせていただきまし

て中央、地方それぞれの審議会の公益委員、使用者委員、労働者委員、そして 
行政担当者、皆様の知恵を総動員いたしまして、より良い内容の未来志向の、

そして実効性のある形でなんとか４月１日以降適用いたします新たな計画、こ

ちらを策定しようと思いまして、今回はこういった形で対応をさせていただい

ているところでございます。 
それでは原のほうから報告書及び計画の案につきまして、ご説明をさせてい

ただきます。 
 
原労働福祉係長 
 みなさんこんにちは、建設・港湾対策室の原と申します。本日はよろしくお

願いします。座って説明させていただきます。 
お手元の資料でございますが、議題の（３）新たな港湾雇用安定等計画の策

定についての資料をご覧ください。説明資料の目次をご覧ください。４種類ご

ざいまして、１、港湾雇用安定等計画（案）、２、港湾雇用安定等計画（案）新

旧対照表、３、港湾労働専門委員会報告所概要、４、港湾労働専門委員会報告

書となっております。 
 このうち、順番が逆転してしまって恐縮なんですけれども、４の港湾労働専

門委員会報告書と２の港湾雇用安定等計画（案）新旧対照表を順に説明したい

と思います。 
 それでは、２８ページを開いていただけますでしょうか。 
 まず、この港湾労働専門委員会報告書を重点的に説明させていただきまして、

その内容が２の計画に含まれているということになっていますので、後に説明

する計画については、報告書の内容に含まれていないところを補足する形で説

明するという形で、まずは、報告書を重点的にという風にいきたいと思います。 
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 では、内容に移らさせていただきます。 
 １のはじめにというところでございますけれども、ここでは報告書全体のイ

ントロダクションを記載しておるところでございます。読み上げさせていただ

います。 

本専門委員会としては、平成１２年１０月１日に施行された改正港湾労働法

の施行状況又は平成１６年４月１日から適用された港湾雇用安定等計画（以下

「港湾計画」という）の実施状況等を踏まえ、平成２１年４月１日から適用す

る新たな港湾計画（以下「新港湾計画」という。）について検討を行うととも

に必要に応じ、現行制度の在り方についても検討を行ってきたところであるが、

その検討結果として、今後の港湾労働対策の推進に当たっては以下のような対

応を行っていくことが適当である。 

続いて２に移らさせていただきます。港湾労働法の適用範囲についてでござ

います。まず、内容は、（１）適用港湾の範囲について、（２）適用業種の範

囲について、それぞれ、港湾労働専門委員会での議論を踏まえた内容が書かれ

ているところでございます。読み上げさせていただきます。 

（１）適用港湾の範囲について、港湾労働法に基づく港湾労働対策をどの港

湾において実施すべきかについては、港湾の荷役量、港湾労働者の数等を考慮

しつつ、国民経済に占める港湾の重要性又は港湾における必要な労働力の確保

その他港湾労働者の雇用の安定等に関し、特別の対策を講ずる必要性が高い港

湾であるか否か、関係労使の合意が得られている港湾であるか否かといった点

などを勘案して決定すべきものである。現行制度においては、適用港湾として、

港湾労働法第２条第１号及び港湾労働法施行令第１条において、東京港、横浜

港、名古屋港、大阪港、神戸港及び関門港の６港（以下「６大港」という）が

指定されているところである。 

こうした前提のもと、適用港湾の範囲については、その範囲の変更について

関係労使の合意が得られていない状況にあることなどから、当面、現行通りと

し、港湾労働を取り巻く諸情勢の動向や関係労使の合意形成の進展を見極めつ

つ、引き続き検討していくことが適当である。 

（２）適用業種の範囲について、港湾労働法に基づく港湾労働対策をどの業種

において実施すべきかについては、港湾運送に係る事業活動に波動性が見られ

ること又は港湾における雇用秩序を確保する必要性が高いことなど港湾労働の

特殊性が認められる業種であるか否か、関係労使の合意が得られている業種で

あるか否かといった点などを勘案して決定すべきものである。 

現行制度においては、適用業種として、港湾労働法第２条第２号及び港湾労

働法施行令第２条において、港湾運送事業法第２条第１項第２号から第５号ま

での行為（船内荷役「はしけ運送「沿岸荷役」及び「いかだ運送）及びこれら
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の行為に準ずる行為であって政令で定めるもの（「船舶貨物整備」及び「倉庫

荷役）が指定されているところである。こうした前提のもと、適用業種の範囲

については、その範囲の変更について関係労使の合意が得られていない状況に

あることなどから当面現行通りとし検数、鑑定及び検量の各業種に求められる

専門性・業務の特殊性等の状況及び変化も踏まえ、港湾労働を取り巻く諸情勢

の動向や関係労使の合意形成の進展を見極めつつ、引き続き検討していくこと

が適当である。 

次に３に移ります。３、港湾労働者派遣制度の適正な運営についてでござい

ます。 

 まず冒頭の第１段落でございますけれども、それと下のしかしながらの段落

でございますけども、こちらにつきましては、平成２０年港湾運送雇用実態調

査のデータを基に状況分析を行っているところでございます。また読み上げた

いと思います。 

港湾運送の波動性により効率的かつ的確に対応するための方策として導入さ

れた港湾労働者派遣制度については、平成１６年４月に行われた同制度に係る

派遣就業の上限日数緩和、１人１月につき５日から１人１月につき７日への変

更も受けて、例えば以下のような状況にあるなど、同制度の導入以降、着実に

定着してきていると言える。 

港湾派遣労働者を使用した港湾運送事業所（以下単に「事業所」という）の 

６大港全体における割合が８．６％、平成１５年当時から１０．３％に増加し

ているとともに、名古屋港及び大阪港においては、港湾派遣労働者を使用した

事業所の割合が日雇労働者を使用した事業所の割合を平成１５年と同様に上回

っている。 

港湾派遣労働者・日雇労働者の就労延日数に関し、名古屋港及び大阪港にお

いては、港湾派遣労働者が日雇労働者を平成１５年と同様に上回っている。 

しかしながら、例えば以下のような状況にあるなど、港湾労働者派遣制度の

より一層の有効活用の促進及びそれに伴う港湾の雇用秩序維持の推進を図るこ

とが必要である。 

港湾労働法適用事業所に占める港湾労働者派遣制度に係る許可取得事業所の

割合は２８．９３％にとどまっている。６大港における港湾労働者の就労状況

割合に関し、港湾派遣労働者が港湾労働者全体の０．５％であるのに対し、日

雇労働者は港湾労働者全体の２．２％を占めている。 

日雇労働者を使用した事業所割合が６大港全体で１０．９％から１３．２％

に増加している。 

続きまして、下の（１）から（３）がございますけれども、続けて読ませて

いただきます。（１）港湾労働者派遣制度の有効活用、港湾労働者派遣制度に
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ついては、港湾労働者の雇用の安定と港湾運送事業における効率的な経営・就

労体制の確立との両立等を図るために設けられた制度であるため、その適正運

営の確保の観点から、同制度に係る許可取得事業所の拡大に一層努めるべきで

ある。 

また、港湾運送の波動性に対する効率的かつ的確な対応等といった同制度の

導入趣旨を踏まえ、派遣就業をする日数について１人１月につき７日と上限が 

設けられているところであるが、当面は、現行通りの上限日数を前提にしつつ、 

その有効活用を図っていくべきである。 

（２）港湾における雇用秩序の維持、港湾における雇用秩序の維持に関しては

現行の基本的な枠組みを維持しつつ港湾労働者派遣制度をさらに有効に機能さ

せることを通じて推進していくことを基本とすべきである。 

港湾労働者派遣制度の機能が有効に発揮されるためには、派遣先事業主のニ

ーズに十分対応できる港湾労働者が派遣元事業主から派遣されることが非常に

重要である。 

このため、派遣先事業主又は派遣元事業主が港湾労働者の派遣の受入れ又は

送り出しを求める際には、具体的な業務の内容又は当該業務に従事するに際し

て港湾労働者に求められる技能等を明確にすることなどについて更なる徹底を

図っていくことが必要である。 

具体的には、港湾労働者派遣制度の適正な運営の確保を図るため、港湾労働

者雇用安定センター（以下「センター」という）は港湾労働者派遣契約の締結

のあっせん等を行うこととされているところであるが、センターにおいては、

港湾労働者派遣契約の締結のあっせんに際し、港湾派遣労働者に従事させよう

とする業務の内容又は当該業務に従事するに際して港湾派遣労働者に求められ

る技能等に関する、派遣元事業主又は派遣先事業主からのあっせん申込みの内

容をきめ細やかに収集・確認するなどによって、センターにおけるあっせん成

立率をこれまで以上に向上させるなど、その機能の充実・強化を図ることが必

要である。 

また、港湾における雇用秩序の維持の観点から、これらの措置と併せて、効

果的な現場パトロール又は立入検査等を引き続き的確に実施し、違法派遣の是

正に向けた対応を積極的に推進していくことが必要である。 

（３）人付きリース問題への対応。人付きリースについては、リースされたフ

ォークリフト等の運転手が行う作業が、リースを受け入れた（フォークリフト

等を借り受けた）事業主の指示の下に港湾労働者が行う港湾荷役作業と一体と

なって行われる場合には、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者

の就業条件の整備等に関する法律（以下「労働者派遣法」という。）に違反す

ることとなり、人付きリースを行った事業主については、労働者派遣法上の行
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政措置の対象となると考えられる。 

また、港湾労働者派遣事業の許可を受けて港湾労働者派遣を行う事業主が人

付きリースの受入れを行うことは、港湾労働者派遣制度の適正な運営の観点か

ら問題があるものと考えられる。 

もとより、人付きリースにより処理されている港湾荷役作業については、港

湾労働者派遣制度を利用し、他の事業主に雇用されている常用労働者を使用す

ることによって処理することが可能であるなど、基本的には抜本的な解消が実

現できるものと考えられる。 

このため、京浜地区において未だ現存する人付きリースの抜本的な解消の達

成に向けて、港湾労働者派遣制度の更なる活用の促進又は個別指導の更なる拡

充等を行いつつ、人付きリースの利用状況及び課題の的確な把握を目的とした

実態調査を行った上で、関係事業主等とも連携しつつ具体的解消策の策定・実

行を行っていくなど積極的な対応を進めていくことが必要である。 

 ４に移ります。３１ページから３２ページにかけまして、読み上げたいと思

います。 

４、港湾労働者の雇用（労働条件等）改善について。港湾運送事業において

は、貨物輸送のコンテナ化、専用船化等の輸送形態の変化など革新荷役への移

行が進展している中、例えば以下のような状況にあるなど、現時点においても

港湾運送の波動性は依然として存在している。 

６大港全体における荷役のピーク日とボトム日の差（波動性の大きさ）が２

７８人日で平成１５年当時２６５人日と未だ同程度存在し、また、横浜港５０ 

９人日、神戸港３１７人日で平成１５年当時から比べ大幅に増加している。 

また、例えば以下のような状況にあるなど、個別事業所においてその常時雇

用する常用港湾労働者のみにより波動性を吸収することには一定の限界があり、

港湾派遣労働者又は日雇労働者といった企業外労働力に依存せざるを得ない状

況にある。 

港湾労働者の月間過剰・不足人員に関し、６大港全体における月間の過剰日

における平均過剰人数９．８人が不足日における平均不足人数８．８人より若

干多くなっているとともに、東京港における平均不足人数１６．６人が平均過

剰人数４．１人より大幅に多くなっている。一方、名古屋港における平均過剰

人数２６．６人が平均不足人数６．４人より大幅に多くなっている。 

常用港湾労働者が不足している場合の対応方法に関し、港湾派遣労働者の派

遣を受けた事業所の割合が６大港全体の２３．９％から３７．４％に、日雇労

働者を雇い入れた事業所の割合が６大港全体の３２．６％から５５．３％にい

ずれも増加している。 

企業外労働力として日雇労働者に依存することは、港湾労働者の雇用の安定
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上問題があるだけでなく、その就労に際し、第三者が不当に介入する弊害も生

ずるおそれがあることなどから、現行制度においては、港湾運送の波動性に対

応した企業外労働力の活用方策として、以下のとおり定められているが、港湾

労働を取り巻く諸情勢の動向を踏まえると、現行制度におけるこうした基本的

な枠組みは引き続き維持していくことが必要である。 

港湾労働者派遣制度に基づき派遣される他の事業主に常時雇用される港湾労

働者による労働力の需給調整が原則とされ、港湾労働者派遣制度を利用したに

もかかわらず必要な労働力を確保できない場合には公共職業安定所の紹介によ

る日雇労働者の雇入れが認められ、公共職業安定所による適格な紹介が受けら

れない等の場合に限り日雇労働者の直接雇用が例外的な措置として認められて

いる。 

港湾労働者の労働条件をはじめとする雇用実態について、港湾労働者と全産

業における労働者の状況を比較すると、例えば以下のような状況にある。 

港湾労働者の実労働時間は年間換算で２，４６０時間（いわゆる待機時間も

含む。）となっており、全産業における労働者の年間総実労働時間２，１６０

時間と比べ長くなっている。 

港湾労働者の月間所定労働時間１５９．０時間は全産業における労働者の月

間所定労働時間１６６．０時と比べ短くなっている一方、港湾労働者の月間所

定外労働時間は４６時間となっており、全産業における労働者の月間所定外労

働時間１４時間と比べ長くなっている。 

何らかの形で週休二日制を導入している事業所の割合は６大港全体の７９．

１％となっており、その全産業における割合８８．８％と比べ少なくなってい

る。 

また、平成１５年当時における港湾労働者の状況と比較すると、例えば以下

のような状況にある。 

月間実労働時間に関し、６大港全体では１７０．６時間から１７７．０時間

に増加しているとともに、東京港・横浜港・大阪港・神戸港・関門港において

は平成１５年と比べ増加している。 

月間所定外労働時間に関し、６大港全体では１９．７時間から２６．７時間

に増加しているとともに、６大港いずれにおいても平成１５年と比べ増加して

いる。 

６大港平均の土日の就労状況に関し、土曜日が１，４６２人日から１，６４

４人日に、日曜日が２９９人日から４８１人日にいずれも増加しているととも

に、横浜港・名古屋港・神戸港・関門港においては土日両日の就労が増加して

いる。 

以上のとおり、港湾労働者の労働条件をはじめとする雇用実態については、
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所定外労働時間の水準などなお改善すべき状況にあり、また、貨物輸送のコン

テナ化等の荷役機械の技術革新の進展など港湾労働を取り巻く諸情勢の変化に

伴い、日雇労働者の増加等に起因した違法就労問題も顕在化してきているとこ

ろでもあるため、こうした状況に的確に対応した対策を適切に講ずることが求

められる。 

このため、港湾労働者に係る労働環境の整備を図る観点から、港湾労働者の

雇用改善を促進するための施策を引き続き積極的に推進していくことが必要で

あり、特に、今後の施策の推進に当たっては、以下のような点に十分に留意し

て実施していくことが必要である。 

 ３３ページから３４ページにかけまして個別項目の内容を記載しているとこ

ろでございます。 

まず、（１）港湾労働における違法就労の防止。①日雇労働者の直接雇用の

増加への対応。現行制度の基本的な枠組みにおいて例外的な措置として認めら

れている日雇労働者の直接雇用については、違法な日雇派遣による就労防止等

の観点から、その縮小に向けて、あるいは公共職業安定所の紹介を経由した雇

用への移行に向けて、荷役の種類の違いなど各港湾における固有の事情に応じ

た取り組みを積極的に行っていくことが求められる。 

例えば、東京港及び横浜港においては、自動車又は青果物等の荷役の種類に 

応じた縦割り体制が採用されていることなどもあり、それらを踏まえた取り組 

みを行っていくことが求められる。 

このため、関係事業主のニーズと日雇労働者が有する技能・経験等のマッチ 

ングが各港湾における固有の事情に応じて円滑に図られるよう、関係事業主・ 

団体とも連携しつつ、公共職業安定所による適格な紹介の実施に向けた機能の 

充実・強化を図っていくことが必要である。 

②港湾労働法等の適用関係の明確化。違法就労の防止の観点からも、厚生労

働省は、港湾倉庫など港湾区域における港湾労働法等の適用関係を港湾運送事

業の業務形態の変化等に応じて明らかにし、それらの運用の整一化を図ってい

くとともに、関係事業主・労働者に対して周知徹底を図るなどその説明責任を

十分に果たしていくことが必要である。 

続きまして（２）です。港湾労働者への安全衛生の確保。近年、コンテナ輸

送の増大等、港湾における輸送革新はより一層進展し、荷役運搬機械の大型化

と作業のスピード化が進むとともに、他社の労働者等との混在作業となるなど

のため、常用港湾労働者、港湾派遣労働者、日雇労働者等、就業構造が多様化

する中で、一旦災害が発生すると重篤な災害となるおそれが懸念される。 

近年の災害の状況を見ると、墜落・転落とはさまれ・巻き込まれ災害とで約

半数を占める。機械別ではフォークリフトに関連する災害が多く、クレーンや
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揚荷装置に関連する災害も発生している。 

厚生労働省においては、平成２０年度を初年度とし、平成２４年度を目標年

度とする第１１次労働災害防止計画を策定しており、この計画を受け、港湾貨

物運送事業者が組織する港湾貨物運送労働災害防止協会では、港湾貨物運送事

業の第１１次労働災害防止計画（国と同じ計画期間の５カ年計画）を策定し、

以下のような目標を設定している。 

港湾貨物運送事業の第１１次労働災害防止計画（要点）。５、計画の目標。 

（１）目標。労働災害の防止並びに労働者の健康の確保及び快適職場の形成促

進を図り、安全衛生水準の向上を期すとともに、最終年度である平成２４年度

において、第１０次労働災害防止計画の最終年度である平成１９年度と比較し、

労働災害による休業４日以上の死傷者数の減少率及び死亡災害等に係る次の目

標を設定するとともに、平成２４年度までの間、これらの目標に向け逐年での

減少等を図る。 

ア、労働災害による休業４日以上の死傷者数を１５パーセント以上減少させ

ること（毎年前年度に比し３ ２パーセント以上減少させること。） 

イ、死亡・重篤災害の撲滅を目指すこと。 

ウ、定期健康診断の有所見率について、労働者の健康確保対策の推進によ 

り増加傾向に歯止めをかけ、減少に転じさせること。 

エ、メンタルヘルスケアに取り組んでいる事業場の割合を５０パーセント 

以上にすること。 

（２）重点対策及び実施事項。本計画において特に重点とすべき対策及び実施

事項について、次のように定める。 

ア、リスクの低減対策の実施率の向上及び労働安全衛生マネジメントシス 

テムの導入の促進。 

イ、死亡・重篤災害の原因の究明及び情報の共有化による同種災害の防止。 

ウ、フォークリフト等荷役運搬機械に関する安全対策の徹底。 

エ、墜落、転落災害の防止対策。 

オ、健康診断及びその事後措置の実施。 

カ、メンタルヘルスに関する理解と対策の促進。 

キ、元請等の安全に配慮した作業条件の設定、指導等。 

ク、混在作業における安全の確保のため作業責任者（職長）による簡易式リ

スク点検表等を用いるリスクの低減対策及び全員による確認唱和の実施。 

事業主は、これらの計画に定められている事項を着実に実施していくことが

必要である。具体的には、日雇労働者を含む港湾労働者の雇入れ時等の安全衛

生教育の徹底等安全衛生管理対策の強化や荷役運搬機械等に係る安全対策の徹

底のほか、危険性又は有害性等の調査等の実施等自主的な安全衛生活動の促進
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に取り組むことが必要である。 

続きまして５番でございます。こちらも、全体の構成としましては現状分析

を前半におきまして、個別具体的な内容を述べているところでございます。 

５、港湾労働者の職業能力開発について。教育訓練を社内において又は外部

委託により実施した事業所の割合が６大港全体の６１．６％から６６．９％に

増加しており、また、６大港いずれにおいてもその事業所割合が平成１５年と

比べ増加している。 

ほか、港湾職業能力開発短期大学校をはじめとする公共職業能力開発施設又

は港湾技能研修センターにおいて、港湾運送業務に係る職業訓練の実施や講師

の派遣、施設の提供等が行われており、一定の成果を上げている。 

こうした中、港湾運送事業における荷役作業のうちガントリークレーン等の

革新荷役が占める割合が５８．８％から７６．４％に増加しているとともに、

その割合が６大港いずれにおいても平成１５年と比べ増加しており、また、革

新荷役機械のうちガントリークレーンの運転手が４５５人に上るなど、港湾運

送事業における荷役作業の革新化が６大港全体で大規模に行われていることな

ども踏まえ、例えば以下のような仕組みなどに関し、各港湾におけるそれらの

実現可能性及び課題について検討していくことが適当である。 

ガントリークレーンのオペレーターなど革新荷役機械のオペレーターに関し、 

一定の研修修了を条件として、各港湾いずれにおいても有用な能力の保有を証

する仕組み。 

各港湾におけるガントリークレーンの未使用時間帯を各企業における教育訓

練に有効活用できるようにする仕組み。 

また、各港湾いずれにおいても必要な知識又は技能に関する一般的な研修に

ついても、公共職業能力開発施設又は港湾技能研修センター等と連携を図りつ

つ、個別の港湾におけるその実施機会の拡大に努めていくことが適当である。 

 続きまして、６でございます。こちらは港湾雇用安定等計画の期間について

でございますが、期間に関する事項のみならず、数値目標についても述べてい

るところでございます。 

６、港湾雇用安定等計画の期間について。計画期間については、港湾計画に

おいて、平成１６年度から平成２０年度まで５年間とされているところ、新港

湾計画についても中長期的な視点から策定することが重要であることなどから、

引き続き５年間としていくことが適当である。 

また、新港湾計画における数値目標の設定については、実効性のある新港湾

計画にする観点から重要ではあるものの、目標を設定する項目・事項、目標と

する数値内容、目標設定のベースとなる基準時又は目標を達成すべき期限など

について関係労使の合意が得られていない状況にあることなどがあり、定量的
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な目標の設定は困難であることから、新港湾計画においては今後の方向性など

定性的な目標を設定することが適当である。 

一方、中長期的な視点に立った新港湾計画の実効性を担保するとともに、港

湾労働を取り巻く諸情勢の変化に機動的に対応できるようにするため、毎年、

本専門委員会を一定の時期に開催し、新港湾計画に関する事項を中心に意見交

換を行っていくなど、新港湾計画の進捗状況の点検等を行う場を定期的に設定

した上で、新港湾計画の実現を図っていくことが重要である。 

 最後になりましたが、７、その他におきましては、２点項目を載せていると

ころでございます。１点目が第１段落で福利厚生の話。２点目がいわゆるＩＤ

カードと港湾労働者証の共用化についてでございます。それぞれ、読み上げた

いと思います。 

港湾労働者の福利厚生（福祉）の増進については、港湾労働を取り巻く諸情

勢の動向等を踏まえれば非常に重要であるため、港湾における国際競争力を確

保する観点から人的資源の有効活用が図られるよう、港湾労働者の福利厚生の

在り方について検討を行い、実施可能なものから順次対応していくことが必要

である。 

また、港湾における国際的なテロ対策の一環として国土交通省において導入

予定のいわゆるＩＤカードと、公共職業安定所長が港湾運送事業主に常時雇用

されている港湾労働者に交付している港湾労働者証の共用化については、情報

システムの整備、個人情報の保護、交付主体の整理など検討すべき事項が多岐

にわたるため、一元的な管理によるメリットを踏まえつつ、その実現可能性及

び課題について検討していくことが必要である。 

 長くなりましたが以上が報告書でございます。この内容をベースに１３ペー

ジからの２の港湾雇用安定等計画（案）新旧対照表をご覧ください。こちらを

説明させていただきます。 
 まず、この資料の読み方について説明申し上げたいと思います。まず、右側

の欄でございますけれども、現行と書いてございます。こちらは、５年前の平

成１６年に示された計画でございまして、この中を見ていきますと、網掛けに

なっている部分がございますが、こちらは平成１５年当時に現行の計画であっ

た平成１２年の計画からの変更となっておるところでございます。 
一方、左側でございますけれども、こちらが今回検討して意見を伺っており

ます新計画の案でございます。斜線部分は現行の計画との内容の違いとなって

おります。全体の構成といたしましては現行の計画の内容をベースに、それに

沿った形で項目立てをしているところでございます。それでは内容に入って行

きたいと思います。 
 まず、１番の計画の基本的考え方からでございますが、（１）の計画のねらい
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でございます。こちらにおきまして、事業主団体という文言が追加されており

ますが、これは元々現行の計画におきまして、項目立てで、事業主団体が講ず

る措置として項目が既に設けられておりますので、こちらの漏れを追加すると

いう趣旨で追加したところであります。 
下にまいります。（２）計画の背景と課題でございます。（イ）労働時間、（ロ）

週休二日制の導入、（ハ）退職金制度の有無、（ニ）職業訓練と、いずれもデー

タを最新の物に替えておるところでございます。 
 次、また下にまいりまして、ロ、今後の港湾労働対策の課題でございます。（イ）

のａでございますけれども、この部分で、現行の計画の網掛けがございますけ

れども、共同受注・共同就労の増加等の変化が生じてきているが、という部分

につきましては、今回、専門委員会において特に議論があがらなかったところ

でございまして、特に書き出す必要性がないと判断しまして削除しておるとこ

ろでございます。 
１枚めくっていただきまして、右側の方に大部分網掛けが掛かったｄという

部分がございますが、港湾のフルオープン化の合意という項目がございますが、 
こちらは内容を見てみますと、平成１３年１１月時点の内容となっているとこ

ろでございます。今回策定する計画が平成２１年度からの内容となっておりま

すので、少々古い内容となっておりますところ、削除するという修正を行った

ところでございます。 
 次に（３）のところにつきましては、今申し上げましたとおり平成２１年度

から５カ年の平成２５年度までの５年間というように修正を行っているところ

でございます。 
 下の２、港湾労働者の雇用の動向に関する事項に移りたいと思います。１枚

めくっていただきまして、ここのページにあります修正につきましては、前の

計画からデータの修正をしておるところでございます。 
また１枚めくっていただきまして３番に移りたいと思います。 

 労働力の需給の調整の目標に関する事項でございまして、（１）労働力の需給

の調整の目標でございます。こちらは、原理原則を述べているところでござい

まして、特別な修正はございません。 
 次に移りたいと思います。（２）の労働力の需給の調整に関して講ずべき措置 
でございます。イの国及び都府県が講ずる措置につきまして、（イ）港湾労働法

の趣旨及び目的の徹底を図るための事業主に対する指導の実施となっておりま

すが、及び目的という言葉が追加されているところでございます。本来、文章

で趣旨のみとりあげておりましたら、趣旨というと港湾労働法全体の意味合い

を持っているものでございますが、もちろん国は港湾労働法第１条に掲げられ

た目的規定も大事にしなければならないということで、目的という言葉を追加
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しているところでございます。 
 下に移りまして、（ハ）直接雇用の日雇労働者問題への対応でございますが、

こちらにつきましてはデータを最新版にしているところでございます。 
 次のページに移りまして、人付きリース問題への対応でございますが、こち

らは、データを最新にしたこともそうなんですけれども、現行の計画では完全

縮小を行うという文言が入っておりますが、こちらを表現の修正といたしまし

て、抜本的な解消としております。中身につきましては、同じようなことです

が文言の修正を行っているところでございます。 
 ホに移りたいと思います。雇用秩序の維持については、若干修飾語修正のみ

行っているところでございます。 
 １枚まためくっていただきまして、公共職業安定所における的確な紹介等の

実施におきましては、報告書の内容に沿いまして公共職業安定所における役割

について追記をしているところでございます。 
 （ト）でございます。現行の計画の中では雇用福祉事業関係業務というとこ

ろに下線が引かれていますが、こちらは法改正に伴って雇用福祉事業の廃止等

の関連で機械的に文言の修正を行っているところでございます。 
下のロに移りたいと思います。港湾労働者雇用安定センターが講ずるそちで

ございますが、こちらも報告書の中で読み上げました内容を織り込んでいると

ころでございます。 
 また、１枚めくっていただきまして、ハの事業主及び事業主団体が講ずる措

置でございます。こちらも報告書をベースに事業主からの視点で内容を整理し

て追記しておるところでございます。 
 （ロ）人付きリース問題への対応でございますが。こちらも報告書の内容を

書いておるところでございます。 
 （ニ）の港湾労働者雇用安定センターへの協力でございますけれども、こち

らも同様でございます。 
 また１枚めくっていただきまして、４番、港湾労働者の雇用の改善並びに能

力の開発及び向上を促進するための方策に関する事項でございます。 
 まず、（１）雇用の改善を促進するための方策についてでございますが、まず、

冒頭で福利厚生の話を追記しておるところでございます。それ以降で、労働基

準の遵守、安全衛生及び労働災害防止計画の文言を追記しておるところでござ

います。 
最後に港湾労働法の適用関係の明確化の内容についても追記しておるところ

でございます。 
 １番下のハ、事業主及び事業主団体が講ずる措置に移ります。こちらも、前

に削除すると申し上げました、港湾フルオープン化等の文言を削除すると伴に、
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港湾貨物運送事業労働災害防止協会について記述を追加しているところでござ

います。 
 次のページに移りまして、（２）能力の開発及び向上を促進するための方策で

ございますけれども、こちらも報告書の内容を追記しているところでございま

す。 
 次のページに移りまして、５番でございます。港湾労働者派遣事業の適正な

運営を確保するための方策に関する事項でございますが、（１）の国が講ずる措

置の所で、今の現行の部分につきましては、網掛けで派遣就業の日数の上限の

緩和等により云々という文言が入っておりますが、こちらは５年前に上限日数

の緩和を行った時の記述となっておりますので、新計画においては削除してお

るところでございます。 
下の（２）港湾労働者雇用安定センターが講ずる措置ですが、こちらも報告

書の内容を記載しているところでございます。 
次の最後のページになりますが、（３）事業主及び事業主団体が講ずる措置で

ございますけれども、こちらについても派遣日数の上限の緩和について文言が

現行の方で入っておりますがこちらの文言は削除しまして、一方で報告書に沿

った内容が追記されているところです。 
 以上長くなってしまいましたが、こういった内容の修正を行って計画が整備

しておるところでございます。以上ございます。 
 
髙向部会長 
 ただいまの説明について、御意見、御質問等はございませんか。 
 
松永委員 
 松永です。今の説明の中で１番お聞きしたいんですけど、日雇労働者の積極

的な公共職業安定所の紹介ということでなっているんですが、この中で紹介業

務を積極的に行うことは良いと思うんですが、行う上で、港湾作業について、

これは港湾作業ですよ、これは港湾作業じゃありませんよ、とこういったもの

がないと紹介もできないと思うんですよね。 
 その辺で倉庫内等々で行われるピッキングとかラベル貼り、その辺の区分け

というものがまだ明確になってないと思うんですよね。それを各地方に職業安

定所で紹介業務をやりなさいと言うことは、どこまでが港湾作業として紹介を

やりなさいというものがあればおしえてもらいたいんですけど。 
 
髙向部会長 
 回答をお願いします。 
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今宮室長補佐 
 はい。いま松永委員からご指摘のありました点、日雇労働者の安定所紹介の

件と港湾労働方の適用関係の話。おそらくまず、別個に考えていただきたいと

いうのが我々の趣旨です。安定所紹介のお話は、ここに各港湾固有の事情とい

うところで我々が言っておりますのは、例えば、直接雇用されている日雇労働

者であったとしても、港湾ごとに業種といいますか、重視する業務が違うと。

それを勘案した上で、できるだけ安定所の紹介を各港湾事情に応じた形で情報

を事業主サイドにしっかりと提供依頼をした上で、それで斡旋、マッチングを

図っていきましょうというところと、２点目にいわゆるピッキングですとか、

特に港湾倉庫の作業になろうかと思いますけど、その点は別に項目をおこして

おります。先程も計画の案の中でも説明をいたしましたとおり、港湾労働法の

適用関係の明確化というところで新たに項目をおこしております。趣旨といた

しましては、今、松永委員からご指摘がありましたように、各港湾を所管して

いる各労働局、安定所それぞれで、やはり、港湾労働法の適用関係についての

意見・見解が異なっている。いわゆるバラツキがあるというのは事実でござい

ます。その辺につきましては、本省としてもこれまで統一的な見解を示してこ

なかったと。示してはきていたものの、そこをいわゆる労側の方に対しても示

してこなかったというところは、そこは反省すべきだなというふうに認識をし

ております。 
 したがいまして、反省の意味を込めて今後は我々の計画の中でもしっかりと

港湾労働法の適用関係をしっかりと本省が統一的な見解を示した上で、６大港

を所管する各労働局、各安定所の現場の方々が混乱しないような形でしっかり

と統一的な指針を示していこうと。ただ、あらかじめ、例えば軽作業、例えば

流通作業、ピッキング、そういった概念のみによって一律に○×、港湾労働法

との適用関係に○×を示すことは困難。といいますのは、いわゆる適用しよう

としている作業内容ですとか具体的な場所、そもそもそこが港湾倉庫か否かど

うか、そういった観点があるので検討というものが必要となってまいります。 
 したがいまして、事例をしっかりと積み重ねていきまして、ある程度事例が

積み重なった段階でしっかりと○×はできるだけ速やかに示していきたいと思

っておりますので、そういった趣旨で今回計画の中で明確にさせていただいて

いるところでございます。 
 
髙向部会長 
 松永委員、よろしいでしょうか。 
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村永委員 
 村永でございます。先程係長からいろいろ説明がありましたが、新しい港湾

計画について、ひとつは、港湾労働法の適用の問題ですね。前回でも言ったん

だけど、６大港だけではなしに全港に適用して欲しいというのが考えです。と

いうのが規制緩和が全港実施されました。同時に雇用保険の問題、福祉事業が

廃止されますよね。これを含めて考えた場合、当面６大港なんだろうけど、せ

めて、事業者さんの考えもあって全港は難しいだろうけど、９港ね、例えば清

水、四日市、博多港ぐらいは港湾労働法の適用範囲とするということを考えて

いかなければいかんだろうと考えています。 
もうひとつは、港湾雇用安定等計画ね５年ということを、今宮さんも、原さ

んも言ったんだけど、これは、中央にもたしかに確認しました。しかし、地域

ではなかなかねこういう議論ができないんですよ。当時は、昔、平成１０年、

１１年時代はセンター常用がある頃は、必ず定数問題含めて、年２回か３回や

っていました。それがなくなってからは、センター常用が廃止になってからは

ほとんど年１回位しかやっていない。神戸、あるいは名古屋あたりは年２回や

っているときいていますが、問題が起きた場合にすぐ対応できない。議論がな

かなかできないというのがありますから、これについては、５年を３年にして

欲しいなと考えております。 
それから、港湾労働者の企業常用の派遣労働が始まって随分経ちますよね。 

その間、どうしても企業常用で足りない時には、安定所紹介とか職安紹介含め

て直接雇用というのが、先程の説明の中でも日雇の直接雇用が多くなったと。

そうなれば、企業常用としても派遣労働しないでそこに頼っていけば当然料金

が安くなりますよね。そういうことではなしに、できた時には企業常用でまか

なうんだということで、企業常用と派遣労働で港湾は波動性に対応していくと

いうことが基本的にありましたよね。最近そういうことではなしに直接雇用を

やりながらやっていこうと。たしかに企業常用の方が少なくなった。関門港で

はそうないと思いますけどね。よその港知りませんけど。そういった関係で直

接雇用があるのかなと。できればそこでね、派遣労働の料金ね、これは６大港

で違うと思うんよ。例えば、関門が１５，０００やったら神戸が１８，０００、

東京が２０，０００とするやないですか、それに対する補助金を厚生労働省か

ら出してもらえれば企業常用でまかなえると、そうすれば直接雇用が必然的に

減っていくんだろうと考えるところです。そのあたりも是非考えて欲しいなと

思っています。 
もう一つは、例の港湾倉庫の定義ね。これは例えば、倉庫があって１階は港

湾労働法の範囲だよと。２階、３階がピッキングしたりラベル貼りをしたりす

ると、これは違うよということではなしに、これは６大港ではなく全国的に統
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一した見解をあなたがおっしゃったように統一した見解を出してもらわないと、 
関門港では１階はそうだけど２階、３階は違うということがないようにできれ

ばそういうふうに統一した見解を出してやってもらわないと困るなと思ってお

ります。 
最後になりますが、港湾労働者の福祉の向上の問題ね。方針を含めてどうや

っていくかと。この場合はどっちになるんかね。厚生労働省なるのか国土交通

省なのかわからんけど、もう少し両者で話し合ってもらって魅力ある回答をし

て欲しいと思います。以上です。 
 
今宮室長補佐 
 今、村永委員から５点ほどご意見、ご要望といいますかご質問含めてござい

ました。それぞれにつきまして簡単に私の方からこの場でお答えをできる範囲

でお答えをしたいと思います。 
まず１点目。全港適用。いわゆる適用港湾のお話。おそらく全港というのは

港湾運送事業法で指定されている９３港であろうかというふうには推測されま

すけども、難しければ９港。いわゆる一定といいますか、ある特定の港のみで

も適用を広げて欲しいというご要望かと思います。 
その辺につきましては、中央の審議会におきましても適用港湾の範囲につき

まして、ご議論がございました。 
 その中で、先程報告書の中でもご説明をいたしましたように、やはり、まず

行政が判断をする以前の問題で、労使の合意というものが我々としては、まず

大事、まず重要ということで考えております。 
行政が仮に適用港湾を広げたとしても、使用者側がついてこなければなかな

かやはり労使の安定的な関係を前提とする雇用の安定というのはなかなか図ら

れないということもございまして、結論としては、現行とおり６大港。ただ、

やはり、事情が変われば当然そこをしっかりと検討していく必要はあるでしょ

うというところで、計画の中には盛り込んでおりませんけれども、報告書の中

で、毎年、少なくとも年１回中央の専門委員会、審議会を開くと伴に、おそら

くそれに伴いまして、地方６大港の、おそらく福岡ではこちらの部会のほうで

すか、すくなくとも年１回は開いていただいて、その時点での状況を踏まえつ

つ、適用港湾、適用業種等々を含めて港湾の問題についてしっかりと議論をし

ていこうというような形で整理をしているところでございます。 
 ２点目の５年を３年の計画期間の話。これも今お話をしましたところと関係

がするんですけども。 
これまでは現行の計画、５年前に定めてほとんど中央でも専門委員会、審議

会は開かれておりませんでした。 
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すなわち計画を策定した後のフォーローは全くされていなかったといっても

過言ではないのかなと、私個人としては思っております。 
そういったことも含めまして、５年を３年という形で短くし、おそらくその

趣旨というのは、機動的な、いわゆる変動、状況変化に対応できるような形で 
計画等の内容について議論して行きたいというところに趣旨があろうかと思い

ますので、計画の期間というよりも、まず、議論する場を定期的に設けましょ

うと。定期的に議論をしたうえで必要があれば計画の内容そのものの変更もあ

りましょうし、さらに必要があれば、制度の見直し、制度そのものの見直しと

いうのも当然我々としては検討していく必要があるというふうに思っておりま

すので、ここは一方で国の計画というものが、ほぼ、ほとんどといっても過言

ではないんですけども、５年という計画期間をとっていると。しかしながら、

今、村永委員がおっしゃったように、行政需要、変動に機動的に対応する必要

性が大いにあるということから、計画期間をいじらずにむしろ議論の場を定期

的に設けようという趣旨で報告書の内容に盛り込ませていただいたところでご

ざいます。 
 続きまして３点目、おそらく最も難しいお話でなかったかと思うんですけれ

ども、派遣の料金に補助金を出して欲しい。そうすれば、派遣の実績は上がる

であろうと。まず、そもそものお話として、派遣の許可がなかなか取得してい

ただけないというところの理由というものはいろいろあろうかと思います。 
我々といたしましても、周知・広報活動、一生懸命しておりますけれども、

おそらく、まず、料金のネックがあって許可の取得になかなか至っていないよ

うな事業所、事業主さんがどの位いるのかといったところをまず把握をさせて

いただく必要が、もし仮にこういったことをやるのであれば、実態把握をさせ

ていただく必要があろうかと思います。 
 しかしながら、そもそものお話として、派遣の料金に補助金を出すというと

ころ、いわゆる財政の、ご存じのように厳しい中で、なかなかこの場でより良

いお返事というものはちょっとしかねるというところが正直なところでござい

ます。 
しかしながら、やはり派遣の許可、事業主さんのほうにはしっかりと取って

いただきたいというところもありますので、この辺は可能な限り我々としては

積極的に働きかけを行っていきたいと。派遣の上限の話は先程の中にはありま

せんでしたけれども、おそらく許可の取得の妨げに仮に派遣の上限日数厳しす

ぎるということがあれば、そこの上限日数の緩和等もあるでしょうし、いろい

ろ条件を緩和する、または、我々行政として支援できる部分があればそこはし

ていきたいというふうに思っております。そういった内容も含めて、今後の年

少なくとも１回の議論の場ではしっかりと議題とさせていただくということも
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思っております。 
 ４点目、港湾倉庫の話。先程も松永委員に対しまして私の方からご回答しま

したように、そこはしっかりと本省のほうが統一的な見解を示しまして、６大

港を所管するそれぞれの現場の方々。行政担当者のみならず労使それぞれの

方々が混乱をしないようにしっかりとそこは示させていただければというふう

に思っております。 
５点目、最後、港湾労働者の福祉のお話。この辺は正直なところ国土交通省

といろいろやりとりをいたしました。 
中央の審議会におきましても報告書をまとめる課程でいろいろ議論をいたし

まして、特に港湾経済課、国交省でいいます担当課というのが港湾経済課とい

うところにあるんですけれども、そこの担当課長さんと我々の室長の方がいろ

いろとお話もいたしました。 
その結果といたしまして、最終的には中央の専門委員会でも室長の方からお

答えをしました内容なんですけれども、厚生労働省がまず主体となって議論す

る場をまず設けようと。その場には国交省にもしっかりと参画いただくと。グ

ランドデザインをいわゆるハード面のみならず大きな視点での、報告書の中に

も書きましたように、計画の中にも書きましたように、国際競争力を確保する

観点からもより大きな視点からのグランドデザインを厚生労働省が描いた上で、

描いた内容についてどう具体化していくのか、実際お金かかるでしょう。お金

の話の部分については、国交省さんそこはしっかりとお願いしますといったよ

うな形で、一応お話はしております。 
実際、当然我々といたしましても、雇用保険三事業のうち、一事業、いわゆ

る福祉事業の部分が廃止され、我々としても財源の根拠となるようなものが、

法律上の根拠が無くなってしまったというところは、かなり痛手であります。 
しかしながら、やはり必要なものはできるだけいろんな方策、いろんな戦略

を持って、財政当局、財務省に対してアプローチをかけていこうというところ

で、国交省サイドとは一応お話をしておりますので、そういったことで、なん

とか、来年度以降この計画が策定されて以降になりますけれども、しっかりと 
議論をさせていただければというふうに思っております。 
以上、５点につきまして簡単ですけどもお答えさせていただきました。 

 
髙向部会長 
 ただいまの回答でよろしいでしょうか。 
 他にご意見、ご質問等はございませんか。ないようでありますので、次の議

題に移りたいと存じます。 
 議題の（４）その他でございますが、特に議題を設けておりません。港湾労
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働対策に関するご意見、ご質問があればなんでも構いませんが。ございません

か。ないようでしたら、本日の部会を終了したします。皆さんどうもお疲れ様

でした。 
 


